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高齢者虐待防止 ～より良い福祉サービス提供のために～ 

 
                         ふくし＠ＪＭＩ 小 湊 純 一。 
                        

Ⅰ 関係法令 
 
１ 社会福祉法  
 
(福祉サービスの基本的理念) 
第三条 福祉サービスは，個人の尊厳の保持を旨とし，その内容は，福祉サービスの利用 
 者が心身ともに健やかに育成され，又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営む 
 ことができるように支援するものとして，良質かつ適切なものでなければならない。 
 (地域福祉の推進) 
第四条 地域住民，社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を 
 行う者は，相互に協力し，福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一 
 員として日常生活を営み，社会，経済，文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会 
 が与えられるように，地域福祉の推進に努めなければならない。 
 (福祉サービスの提供の原則) 
第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は，その提供する多様な福祉サービスに 
 ついて，利用者の意向を十分に尊重し，かつ，保健医療サービスその他の関連するサー 
 ビスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ，これを総合的に提供することが 
 できるようにその事業の実施に努めなければならない。 
 
２ 介護保険法 
 
(目的) 
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態 
 となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の 
 医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立し 
 た日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る 
 給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給 
 付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るこ 
 とを目的とする。 
(介護保険) 
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」とい 
 う。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 
２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるととも 
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 に、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 
３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被 
 保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又 
 は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 
４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合において 
 も、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ 
 とができるように配慮されなければならない。 
 
３ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 
 
(基本方針) 
第一条の二 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅に 
 おける生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社 
 会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世 
 話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで 
 きるようにすることを目指すものでなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立っ 
 て指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを 
 重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保 
 険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め 
 なければならない。 
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針) 
第十一条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の 
 軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥 
 当適切に行わなければならない。 
２ 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものと 
 ならないよう配慮して行われなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、 
 懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しや 
 すいように説明を行わなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所 
 者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体 
 的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行っては 
 ならない。 
５ 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、 
 その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 
６ 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を 
 行い、常にその改善を図らなければならない。 
(施設サービス計画の作成) 
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第十二条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成 
 に関する業務を担当させるものとする。 
２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員は、施設サービス計画の作 
 成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自 
 発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努め 
 なければならない。 
３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ 
 り、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者 
 が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるよう 
 に支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 
４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメ 
 ント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならな 
 い。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族 
 に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 
５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果 
 に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、 
 総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及 
 びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供 
 する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 
６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設 
 サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集し 
 て行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サー 
 ビス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと 
 する。 
７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその 
 家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 
８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス 
 計画を入所者に交付しなければならない。 
９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状 
 況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設 
 サービス計画の変更を行うものとする。 
１０ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリン 
 グ」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行 
 うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 
 一 定期的に入所者に面接すること。 
 二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 
１１ 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開 
 催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者 
 から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 
 一 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 
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 二 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 
(介護) 
第十三条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身 
 の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴さ 
 せ、又は清しきしなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法によ 
 り、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り 
 替えなければならない。 
５ 指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発 
 生を予防するための体制を整備しなければならない。 
６ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替 
 え、整容等の介護を適切に行わなければならない。 
７ 指定介護老人福祉施設は、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければ 
 ならない。 
８ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施 
 設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 
(食事) 
第十四条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮し 
 た食事を、適切な時間に提供しなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支 
 援しなければならない。 
(相談及び援助) 
第十五条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等 
 の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、 
 必要な助言その他の援助を行わなければならない。 
(社会生活上の便宜の提供等) 
第十六条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のための 
 レクリエーション行事を行わなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手 
 続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意 
 を得て、代わって行わなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその 
 家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな 
 い。 
(機能訓練) 
第十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生 
 活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければ 
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 ならない。 
(健康管理) 
第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意 
 し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 
(管理者の責務) 
第二十二条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管 
 理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な 
 指揮命令を行うものとする。 
(計画担当介護支援専門員の責務) 
第二十二条の二 計画担当介護支援専門員は、第十二条に規定する業務のほか、次に掲げ 
 る業務を行うものとする。 
 一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等によ 
  り、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握す 
  ること。 
 二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日 
  常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 
 三 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営む 
  ことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所 
  後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を 
  行うこと。 
 四 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支 
  援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す 
  る者と密接に連携すること。 
 五 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な 
  い理由を記録すること。 
 六 苦情の内容等を記録すること。 
 七 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 
 
 

Ⅱ 高齢者・障がい者虐待とは～ 
 
 近年，障がい者の虐待について関心が高まっていますが，問題は十分に理解されている

とは言えません。また，多様な状態を包括する定義は，障がい者の「障害者虐待の防止、

障害者の養護者に対する支援等に関する法律」により明文化され，市町村の責任が明確に

されましたがすべてを包括するものではありません。 
 障がい者の虐待には遂行（虐待）または放置（無視）があり，故意に苦痛を与えようと

した場合と，養護者あるいは虐待者の不十分な知識，燃え尽き，怠惰から無意識に苦痛を

与えてしまう場合とがあります。 
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 虐待防止法には明記されていない自己放棄「セルフネグレクト」は，他の虐待類型より

解決が困難で支援の時間も労力も非常に多く必要とすることが知られています。 
 
１ 権利侵害の背景 
 
（１）障がい等により自分の権利を自分で守れない。 
（２）世話をする側とされる側の上下関係がある。 
（３）生活支援の場が密室になる。 
（４）知的，精神，認知等の障がいの理解が不足している場合がある。 
（５）権利擁護・人権感覚の理解が不足している場合がある。 
（６）自分で情報を集めて選び判断することが難しい。 
（７）人には「相性」がある。 
（８）後見のシステムがまだ一般化していない。 
 
２ なぜ高齢者・障がい者虐待？ 
 
（１）障がい者の身体，認知，知的，精神等の障害 
（２）障がい者が虐待者へ依存（介護，生活援助など） 
（３）虐待者が障がい者へ依存（特に経済的援助を受けるなど） 
（４）虐待者の精神的障害（薬物乱用や精神疾患の既往など） 
（５）家族の社会的孤立 
３ 障がい者虐待を把握する 
 
（１）家族や現在介護をしてもらっている者に対して恐れをいだいている 
（２）説明がつかない怪我，骨折，火傷がある。 
（３）放置，暴力等の虐待を受けている。 
（４）身体抑制を受けている。 
（５）財産が搾取されている。 
 
４ 高齢者・障がい者虐待とは 
 
（１）身体的虐待 
（２）介護放棄（ネグレクト） 
（３）心理的虐待  
（４）性的虐待 
（５）経済的虐待   ※ 消費者被害 
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Ⅲ 身体拘束廃止 
 
＜身体拘束禁止の対象となる具体的な行為＞ 
① 徘徊しないように，車いすやいす，ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
② 転落しないように，ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
③ 自分で降りられないように，ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように，四肢をひも等で縛る。 
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように，または皮膚をかきむしらないよう 
 に、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり，立ち上がったりしないように，Ｙ字型拘束帯や腰ベ 
 ルト，車いすテーブルをつける。 
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために，介護衣（つなぎ服）を着せる。 
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために，ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 
⑩ 行動を落ち着かせるために，向精神薬を過剰に服用させる。 
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 
 
 また，例外的に身体拘束が認められる「緊急やむを得ない場合」とは，「切迫性」「非代

替性」「一時性」の３つの要件を満たし，かつ，それらの要件の確認等の手続きが極めて

慎重に実施されているケースに限られています（身体拘束ゼロへの手引き）。 
 
 
＜切迫性＞  利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる 
       可能性が著しく高いこと 
＜非代替性＞ 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと 
＜一時性＞  身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 
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参考資料① コンプライアンスルールの例 ～接遇～ 
 
社会福祉法 
 (福祉サービスの基本的理念) 
第三条 福祉サービスは，個人の尊厳の保持を旨とし，その内容は，福祉サービスの利用 
者が心身ともに健やかに育成され，又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるように支援するものとして，良質かつ適切なものでなければならない。 
 
 上記，社会福祉法の「福祉サービスの基本的理念」に基づき，利用者一人ひとりを“個

人として尊厳”するため，次のとおり対応します。 
 
  １ 呼ばれれば反応し，できるだけすぐに対応します。 
  ２ 聞かれれば，わかるように答えます。 
  ３ 呼ばれたい名前で呼びます。 
  ４ 普通に丁寧な言葉で話します。 
  ５ 経過・結果を報告します。 
  ６ 普通に見ていて気づきます。 
  ７ 「いいですよ」と言います。 
  ８ 明るく挨拶します。 
  ９ こぎれいにします。 
 
 私たちの姿勢で最も重要なことは，「相手のことを理解しようと努力すること」です。

その想いは必ず通じるし，私たちにとって最も大切な「利用者からの信頼」につながりま

す。 
 
 
１ 呼ばれれば反応し，できるだけすぐに対応します。 
 
（１）呼ばれたら返事をする。 
   呼んだ時，すぐに反応してもらえると，聞いてもらっている，関心を持ってもらっ 
  ていると感じることができます。逆に，何の反応もなければ，聞こえているのだろう 
  か，聞こえていないのだろうか，自分のことを見てくれていないのではないだろうか   
  という不安な気持ちになります。 
   また，待っているということはとても長く感じるものです。できるだけすぐに対応  
  してあげられることが，その人にとってはとても嬉しいことであり，満足できること 
  だと思います。 
   でも，どうしてもすぐに対応できない場合もあると思います。その時には，すぐに 
  できないからといって知らん振りするのではなく，返事をしてそのことを説明できれ  
  ばその人も“自分のことをわかってくれているんだ”“気にかけてくれているんだ” 
  という気持ちになれるのではないでしょうか。 
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（２）側に行って話を聞く。 
   他の方を向いていたり，遠くの方で返事だけされても，聞いてもらっているという 
  感覚にはなりません。側で顔を見て話してもらえれば，聞いてもらっていることが伝 
  わり安心でき，話したいという気持ちになります。 
 
（３）話をされたら「そうですか」と聞く。 
   その人の想いをそのまま受け入れるということです。もし「痛い」と訴えた時「そ 
  んなに痛いはずないでしょ」などと否定されればいい気分にはなりません。そのまま 
  受け入れて，話を聞くことが大切です。 
 
（４）すぐに対応できない時も，理由を説明して理解してもらえたか確認する。 
   説明なしにただ待たされれば，“伝わっているのだろうか・・”，“わかっていて 
  も対応してもらえないのだろうか・・”という不安な気持ちで待たなければなりませ 
  ん。同じ待つにしても，説明をしてもらえれば，自分のことをわかってもらっている 
  という安心感が持てます。『不安』と『安心』では大きな違いです。 
 
（５）・・・・・ 
 
２ 聞かれれば，わかるように答えます。 
 
（１）スタッフ全員がその人の状況を把握している。 
   スタッフみんなが，常にその人の状況をわかるようにして，スタッフ誰に聞いても 
  すぐに答えられる状況にします。すぐに答えられるということは，その人に対してい 
  つも気配りしているということです。 
 
（２）・・・・・ 
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参考資料② コンプライアンスルールの例 ～心得～ 
 
 
◯◯◯◯ 主任職員の心得 
 
１ 偉そうでない                             
２ 人の話しを良く聞く                          
３ 昔のやり方にこだわらない                       
４ 自分の都合でものを考えない                      
５ 勉強している                             
６ 安心して任せられる                          
７ 理由が説明できる                          
 
 
 
参考資料③  ～ 組 織 ～ 
 
１ 形式的でなく，気楽 である。 
２ 討議が盛んである。題は，その仕事に関するもののみ 
３ 目標，仕事は十分理解され，受け入れられている。 
４ 互いに相手の話しをよく聞く。 どんなアイディアもばかにされない。 
５ 意見の不一致を圧力で抑えず，無視せず，その理由が注意深く検討される。 
６ 決定は単純な多数決によらず，全員の同意のもと。 
７ 意見は，素直に，気楽に，個人攻撃はしない。 
８ アイディアの自由発表と，自由な感情。 
９ 行動は，明確な割り当てと受け入れによる。 
10 長が支配することはない。 集団が長にそむくこともない。 
  リーダーは状況により移行する。 
11 運営について，十分な自覚をもっている。 
 
 
 
 
 
 
 

2016.04.22.文責：小湊純一。 
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

 

   第一章 総則 

（目的）  

第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとっ 

 て高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐 

 待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、 

 養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資 

 する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定めることにより、 

 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利 

 益の擁護に資することを目的とする。  

（定義等）  

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。  

２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者 

 等以外のものをいう。  

３ この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者 

 等による高齢者虐待をいう。  

４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をい 

 う。  

 一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

  イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

  ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人に 

   よるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

  ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理 

   的外傷を与える言動を行うこと。 

  ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ 

   と。 

 二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢 

  者から不当に財産上の利益を得ること。  

５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当 

 する行為をいう。  

 一 老人福祉法に規定する老人福祉施設若しくは有料老人ホーム又は介護保険法に規定 

  する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは地域 

  包括支援センター（以下「養介護施設」という。）の業務に従事する者が、当該養介護 

  施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為 

  イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

  ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護す 

   べき職務上の義務を著しく怠ること。 

  ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理  

   的外傷を与える言動を行うこと。 
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  ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ 

   と。 

  ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を 

   得ること。 

 二 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法に規定する居宅サービ 

  ス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密 

  着型介護予防サービス事業若しくは介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。） 

  において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者 

  について行う前号イからホまでに掲げる行為  

６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介 

 護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者とみなして、養介護施設 

 従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。  

（国及び地方公共団体の責務等）  

第三条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ 

 適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関 

 及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなけれ 

 ばならない。  

２ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並び 

 に養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わ 

 る専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置 

 を講ずるよう努めなければならない。  

３ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資 

 するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広 

 報その他の啓発活動を行うものとする。  

（国民の責務）  

第四条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深める 

 とともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のため 

 の施策に協力するよう努めなければならない。  

（高齢者虐待の早期発見等）  

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護 

 施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢 

 者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければ 

 ならない。  

２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活 

 動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければなら 

 ない。  

 

   第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等  

 

（相談、指導及び助言）  
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第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた 

 高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとす

る。  

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）  

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者 

 の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなけ 

 ればならない。  

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見 

 した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

３ 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通報をすることを 

 妨げるものと解釈してはならない。  

第八条 市町村が通報又は届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町 

 村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させる 

 ものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第九条 市町村は、通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受 

 けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確 

 認のための措置を講ずるとともに、当該市町村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対応 

 協力者」という。）とその対応について協議を行うものとする。  

２ 市町村又は市町村長は、通報又は届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢 

 者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護 

 者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認め 

 られる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法に規定する老人短期入所施設等 

 に入所させる等、適切に、措置を講じ、又は、適切に、審判の請求をするものとする。  

（居室の確保）  

第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の規定に 

 よる措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（立入調査）  

第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危 

 険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法により設置する地域包括支援 

 センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者 

 の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。  

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身 

 分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認めら 

 れたものと解釈してはならない。  

（警察署長に対する援助要請等）  

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとす 

 る場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住 

 所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。  
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２ 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ 

 適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は 

 身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務 

 の執行を援助するために必要な警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措 

 置を講じさせるよう努めなければならない。  

（面会の制限）  

第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の措置が採られた 

 場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高齢者虐 

 待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った養護 

 者について当該高齢者との面会を制限することができる。  

（養護者の支援）  

第十四条 市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に 

 対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図 

 るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる 

 居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（専門的に従事する職員の確保）  

第十五条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高 

 齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に 

 従事する職員を確保するよう努めなければならない。  

（連携協力体制）  

第十六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高 

 齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法に規定する老人 

 介護支援センター、介護保険法の規定により設置された地域包括支援センターその他関 

 係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養 

 護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなけれ 

 ばならない。  

（事務の委託）  

第十七条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、相談、指導及 

 び助言、通報又は届出の受理、高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確認 

 のための措置並びに養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の全部又は一部を委 

 託することができる。  

２ 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員 

 又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得 

 た秘密を漏らしてはならない。  

３ 第一項の規定により通報又は届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応 

 協力者が通報又は届出を受けた場合には、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協 

 力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出 

 をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  
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（周知）  

第十八条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、通報又は届出の受理、養護者による 

 高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口 

 となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局及び高 

 齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。  

（都道府県の援助等）  

第十九条 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間 

 の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。  

２ 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要 

 があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。  

 

   第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等  

 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置）  

第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の 

 実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に 

 係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他 

 の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）  

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している 

 養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐 

 待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなけれ 

 ばならない。  

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる 

 高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速 

 やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

３ 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ 

 る高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならな

い。  

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出る 

 ことができる。  

５ 第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届  

 出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。  

６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通報（虚偽であるも 

 の及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈して 

 はならない。  

７ 養介護施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受 

 けない。  

第二十二条 市町村は、通報又は同条第四項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省 

 令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐 
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 待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当 

 該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県 

 に報告しなければならない。  

２ 前項の規定は、地方自治法の指定都市及び中核市については、厚生労働省令で定める場 

 合を除き、適用しない。  

第二十三条 市町村が通報又は届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた 

 市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定さ 

 せるものを漏らしてはならない。都道府県が報告を受けた場合における当該報告を受け 

 た都道府県の職員についても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第二十四条 市町村が通報若しくは届出を受け、又は都道府県が第報告を受けたときは、市 

 町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保する 

 ことにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者 

 虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による 

 権限を適切に行使するものとする。  

（公表）  

第二十五条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介 

 護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定め 

 る事項を公表するものとする。  

 

   第四章 雑則  

 

（調査研究）  

第二十六条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適 

 切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待 

 を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行 

 うものとする。  

（財産上の不当取引による被害の防止等）  

第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財 

 産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による 

 高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その 

 他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の 

 被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。  

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者につい

て、 

 適切に、老人福祉法の規定により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進）  

第二十八条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の 

 保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見 

 制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等 
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 を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。  

 

   第五章 罰則  

 

第二十九条  第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰 

 金に処する。  

第三十条  正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し 

 くは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、 

 若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金 

 に処する。  
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 A さん（アルツハイマー型認知症） 

 
 
 トイレの場所が分からないのか，部屋の隅で放尿するようになり困っている。職員が付 
き添い誘導しているが，うまくいくときといかないときがあり後始末が大変。 
 夜中にホールの隅の方で放尿することもある。 
 
 施設での生活に慣れてきたためなのか，「いい天気だから散歩に行きましょう～」と言っ

て手を引こうとすると，払いのけて「何するの！」と言って拒否したりする等，職員に対し

て反抗的な態度や言動がみられるようになった。 
 
 周りの入所者は夜寝るのが早く，夕飯を食べ終わるとそれぞれ自分の部屋で休むが，A さ

んはホールにいて「他の人は？」と尋ねてくるので，「みんな部屋で休みました」と説明し

ても納得せず，他の入所者の居室を覗きにいくなどの迷惑な行動があり困っている。 
 
 風呂敷や自分の着ている服に，本棚に置いてある本や食事の残りなどを包み持ち歩くこ

とが多くなった。何度もやめるように注意しているけれども言うことを聞いてくれない。 
 
 帰宅願望が頻繁になってきた。夕方になると「家に帰る！」と言って落ち着きがなくなり，

玄関から外に出ていこうとするようになり困っている。家族に連絡し協力を求めても，「仕

事があるので…」という理由で来てくれず，非協力的である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.08.05. jk。 
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利用者宅をチェーンで施錠していた介護事業所を処分 
 
 平成２５年６月 
 
・神戸市は３日，徘徊防止のため，訪問介護先の高齢者夫婦宅の玄関を３カ月以上，外か 
 らチェーンで施錠し，外出できないようにし，ヘルパーらが訪問するときだけチェーン 
 を外しサービス提供，帰宅時には再度施錠していたとして，市内の二つの事業所を６カ 
 月間の営業停止にすると発表した。 
 
・ドアが開かないように外からチェーンで固定 
 
・深夜徘徊を防ぐため，玄関のドアノブと窓の面格子をバイク駐輪用のチェーンで固定。 
 ドアが開かないようにしていたという。 
 
・当初はひもでくくっていたが，夫がドアの隙間から包丁で切ったため，昨年８～11 月に 
 かけてチェーンで施錠していた。 
 
・ケアマネージャーの発案で施錠していた 
 
・市によると，夫婦は夫が９０代で妻は８０代。 
 
・夫が外を徘徊するため，介護プランを考えるケアマネジャーの女性が施錠を発案。 
 
・昨年１１月，利用者の知人から市に通報があり発覚。 
 
・市は，本人やその家族に了解をとらない身体拘束で虐待に当たると判断し，介護保険法 
 に基づき処分を決めた。 
 
・処分期間中は介護サービスの提供や介護報酬の請求，新規利用者の受け入れができなく 
 なる。 
 
・事業所側は「虐待の認識がなかった」と説明 
 
・両事業所は「外を歩き回り，転倒や事故に遭わないために必要なことと思った。虐待の 
 認識がなかった」と説明したという。 
 
・ヘルパーらは「事故や近隣への迷惑を防ぐためだった」と説明。虐待との意識はなかっ 
 たという。 
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介護事故で勝利的和解成立 

2016/02/04  

 先日仙台地裁で、介護施設利用者の死亡事故の案件で勝利的和解が成立しました。 

 事案は、89歳のＡさん（男性）がＢ老健施設に入所したところ、Ａさんは総義歯のため

に食事は固形物が食べられず、Ａさんも娘のａさんもうどんの提供を希望していたのに、

Ｂ施設は普通食ばかり提供し続けました。その結果Ａさんは食事を摂取することができ

ず、体重が急激に減少し、栄養状態の指標であるアルブミン値もどんどん下がっていき、

ついには飢餓状態（低アルブミン血症）にまで陥りました。この間Ｂ施設は何もせず放置

状態でした（途中から昼食だけうどんにしましたが）。また、Ｂ施設の嘱託医がＢ施設に

他病院受診を勧めたにもかかわらず、Ｂ施設はこれも放置しました。そして、Ａさんが生

命の危機に陥って初めて他病院に入院させましたが、時すでに遅く入院後約 1ヶ月でＡさ

んは亡くなりました。 

 そこでＡさんの娘のａさんは、施設及び病院のカルテを入手したうえで、弁護士を依頼

してＢ施設を相手取ってまず民事調停を申し立てましたが、Ｂ施設側は見舞金（涙金）し

か払わないという態度だったため調停は不調に終わりました。そこでａさんは、Ｂ施設を

被告にして仙台地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。この訴訟では裁判所の知見を補

充するために専門医が選任され、この専門医からａさん側の主張を全面的に裏付ける意見

書を提出いただき、これを前提に裁判所からａさんの勝利的和解案が出され、結局Ｂ施設

側もこれに応じ、提訴から 1年半で和解が成立しました。決して諦めなかった（当初施設

側から門前払いをくらい、弁護士も何人か交替しています）ａさんが勝ち取った勝利で

す。 

 この事件の背景には、Ｂ施設側の画一的対応、慢性的な人員不足があると思います。Ｂ

施設は、昼食で出るうどんに副菜を乗せてほしい要望したａさんに対し、「今のうどんが

気に入らなければ普通の硬さのみんなと同じごはんを出すが、それでもいいか」、「施設

では 100人分もの食事を作っている。いちいち細かいところまで手が回らない」と言い放

ちました。しかし、厚労省の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準 19条 1項によると、「入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び

嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない」とされ、介

護老人保健施設であるＢ施設には、入居者の身体の状況、病状に応じた適切な栄養管理を
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行う義務があります。Ａさんは、総義歯であったため固いものを咀嚼することができず、

Ｂ施設に入所する前から麺類しか摂取することができない状態でした。仮にＢ施設が、Ａ

さんが総義歯であることを知らなかったとしても、Ａさんの入所前や入所時に、ａさんが

Ｂ施設の職員や担当栄養士に対し、Ａさんが麺類しか食べることができないことを伝え注

意喚起していたため、Ｂ施設は、Ａさんの行動に注意をすれば、Ａさんが総義歯であった

ため固いものを咀嚼することができないことは容易に予見できたはずです。しかるにＢ施

設はＡさんの実際の食事の様子や介助方法、体調などを観察し、食形態の工夫、食事回数

や時間の調整等、個々人に応じた適切な栄養ケア計画を作成、栄養ケアを実施する義務が

あるのにこれを怠ったのでした。 

 転院義務違反についても、上記基準 16条 1項は、介護老人保健施設の医師は、入所者

の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であ

ると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講

じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならないと規

定しており、Ｂ施設がとった対応はこれに明らかに違反しております。 

 おそらくこのような介護事故はどの介護施設でも日常茶飯事的に起こっているものと思

われます。介護事故をなくすには、介護職員の慢性的人手不足の解消、職員の劣悪な労働

条件の改善が必要不可欠です（菊地）。 
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